
「自分だけは大丈夫」と「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
悩まず早めに相談を！

暮らしサポート暮らしサポート暮らしサポート

消費生活に関する
問合せ・相談は

消費生活センターへ

消 費 生 活 に 関 す る 相 談 は
◆村消費生活センター（消費生活相談全般）…役場１階西側（収納課奥）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時 ☎８８５－７１４１（直通）
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。また、都合により相談員が
　不在の場合がありますので、電話でご確認ください）
◆消費者ホットライン（全国共通ダイヤル）☎１８８※３桁で繋がります。
◆県警悪質商法１１０番（訪問販売等の商取引や悪質金融業者に絡む各種相談）
午前８時３０分～午後５時１５分 ☎０２９－３０１－７３７９
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ハウスクリーニングのトラブルにご注意見守り
新鮮情報
見守り
新鮮情報

【ひとこと助言】
・契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながって
しまっているケースが少なくありません。

・事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定
は慎重に行いましょう。

電話で「安価で換気扇のクリーニングができる」と勧誘があり、依頼した。翌日、換
気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので
業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニ
ングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。２日間の作業だったが、
内容もよくわからず、約６０万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳代）

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

据置型Wi-Fiルーターが実質無料？契約内容をよく確認

【ひとこと助言】
・機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」の契約に関
する相談が寄せられています。

・解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活
センター等にご相談ください（消費者ホットライン１８８）。

スマートフォンが自宅でつながりにくくなり携帯電話ショップで相談したところ、据
置型Wi-Fiルーターを勧められた。「ルーター本体は約７万円（３６回払い）だが、サー
ビスで毎月約２千円割り引くので実質無料」と言われたので契約した。後日、請求明
細を確認したら前月より約５千円高かったため「実質無料と言われて契約した。別途
通信料金がかかるとは聞いていない」と解約を伝えると、「中途解約の場合はルーター
本体の代金を支払ってもらう」と言われた。契約時にきちんと通信料金やルーター本
体代金の割引条件の説明があれば契約しなかった。納得いかない。　　　（７０歳代）
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